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武蔵野市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の45の10第１項の規定に基づき、地域における保

健、医療、介護及び福祉に関する関係者（以下「関係者」という。）相互間の在宅医療及び介護に対す

る理解を深めるとともに、連携を円滑にして、地域に住む人々への支援を行ううえでの課題を解決す

るため、武蔵野市在宅医療・介護連携推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （協議事項） 

第２条 協議会は、在宅医療及び在宅介護の連携に関する次に掲げる事項について協議及び検討を行う。 

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握に関すること。 

(2) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築及び推進に関すること。 

(3) 関係者の情報共有の支援に関すること。 

(4) 関係者と武蔵野市在宅医療・介護連携相談支援事業実施要綱（平成27年７月１日施行）第２条第

２項に定める武蔵野市在宅医療介護連携支援室との連携に関すること。 

(5) 関係者の研修に関すること。 

(6) 在宅医療及び在宅介護に関する啓発に関すること。 

(7) 関係者と東京都多摩府中保健所及び関係自治体との連携に関すること。 

 （組織） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者で組織し、市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 医療関係者 

(2) 介護関係者 

(3) 福祉関係者 

(4) 行政関係者 

(5) 前４号に掲げる者のほか、第１条の目的を達成するために市長が必要と認める者 

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長１人及び副会長若干人を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は会

長が指名する。 

２ 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、３年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



２ 委員は、再任されることができる。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会長が必要と認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の

提出を求めることができる。 

 （部会） 

第7条 協議会は、在宅医療及び在宅介護の連携の推進に係る分野別の事項を検討するため、部会を置く

ことができる。 

（報酬） 

第８条 委員の報酬は、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和36年２月武蔵野市

条例第７号）の規定により、市長が別に定める。 

 （事務局） 

第９条 協議会の事務局は、健康福祉部地域支援課に置く。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成27年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 28年度 協議会委員・部会委員名簿 

武蔵野市在宅医療・介護連携推進協議会（任期：平成 27年７月１日から平成 30年３月 31日まで）        

（◎：会長、〇：副会長） 

氏名（敬称略） 所属 選任区分 

◎田原 順雄 一般社団法人武蔵野市医師会 医療関係者 

天野 英介 一般社団法人武蔵野市医師会病院部 医療関係者 

鈴木 健太郎 公益社団法人東京都武蔵野市歯科医師会（平成 28年 9月 30日まで） 医療関係者 

清水 道雄 公益社団法人東京都武蔵野市歯科医師会（平成 28年 10月１日から） 医療関係者 

小安 邦彦 一般社団法人武蔵野市薬剤師会 医療関係者 

鎌田 智幸 武蔵野赤十字病院医療連携センター 医療関係者 

田中 恭子 
武蔵野市訪問看護・訪問リハビリテーション事業者連絡会議 

（平成 28年 4月 1日から） 
医療関係者 

○武田 好乃 武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議会 介護関係者 

原田 由美子 武蔵野市訪問介護事業者連絡会議 介護関係者 

小川 正幸 武蔵野市通所介護・通所リハビリテーション事業者連絡会議 介護関係者 

福島 文昭 公益財団法人武蔵野市福祉公社 福祉関係者 

都賀田 一馬 在宅介護・地域包括支援センター 福祉関係者 

三宅 珠美 地域活動支援センター 福祉関係者 

荻原 美代子 武蔵野市地域包括支援センター 福祉関係者 

中島 康子 武蔵野市基幹相談支援センター 福祉関係者 

山本 祥代 公益財団法人武蔵野健康づくり事業団（平成 28年 9月 30日まで） 保健関係者 

守矢 利雄 公益財団法人武蔵野健康づくり事業団（平成 28年 10月１日から） 保健関係者 

日高 津多子 東京都多摩府中保健所（平成 28年 4月 1日から） 行政関係者 

笹井 肇 武蔵野市健康福祉部長 行政関係者 



入退院時支援部会 （平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日） 

  氏名（敬称略） 所属 

１ 部会長 齋藤 恭子 武蔵野赤十字病院 医療連携センター 

２ 副部会長 石井 いほり 武蔵野市医師会 在宅医療介護連携支援室 

３ 副部会長 齋藤 大介 通所介護・通所リハビリテーション連絡会議 

４  井上 俊之 武蔵野市医師会  

５  天野 英介 武蔵野市医師会（病院部） 

６  小林 敦 武蔵野市歯科医師会 

７  藤吾 美保 居宅介護支援事業者連絡協議会 

８  山口 寿美枝 居宅介護支援事業者連絡協議会 

９  後藤 隆太朗 訪問看護・訪問リハビリテーション事業者連絡会議 

10  徳竹 智子 訪問看護・訪問リハビリテーション事業者連絡会議 

11  冬野 晃二 吉祥寺南病院 地域医療連携室 

12  服部 健一 武蔵野陽和会病院 医療福祉相談室 

13  荻原 美代子 武蔵野市地域包括支援センター（基幹型） 

14  川下 安梨 武蔵野市地域包括支援センター（基幹型） 

15  庄司 幸江 在宅介護・地域包括支援センター 

16  篠宮 妙子 在宅介護・地域包括支援センター 

17  畠山 英樹 武蔵野市 健康福祉部 生活福祉課 

18  梅澤 陽子  生活福祉課 

 

ICT 連携部会（平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日） 

  氏名（敬称略） 所属 

１  渡辺 滋 武蔵野市医師会 

２  田原 順雄 武蔵野市医師会 

３  井上 俊之 武蔵野市医師会 

４  東郷 清児 武蔵野市医師会 

５  石井 いほり 武蔵野市医師会 在宅医療介護連携支援室 

６  鎌田 智幸 武蔵野赤十字病院 医療連携センター 

７  武田 好乃 武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議会 

８  遊佐 秀顕 武蔵野市歯科医師会 

９  下田 純一 武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議会 

10  田中 恭子 訪問看護・訪問リハビリテーション事業者連絡会議 

11  平山 貴之 訪問介護事業者連絡会 

12  荻原 美代子 武蔵野市地域包括支援センター（基幹型） 

13  古路木 智 武蔵野市地域包括支援センター（基幹型） 

14  都賀田 一馬 在宅介護・地域包括支援センター 



15  笹井 肇 武蔵野市健康福祉部長 

16  森安 東光 武蔵野市健康福祉部高齢者支援課長 

17  毛利 悦子           相談支援担当課長 

 

多職種連携推進・研修部会（平成 28年４月１日～平成 29年 3月 31日） 

  氏名（敬称略） 所属 

１ 部会長 田原 順雄 武蔵野市医師会 

２ 副部会長 高橋 洋子 武蔵野市福祉公社 

３ 副部会長 金丸 絵里 武蔵野市地域包括支援センター（基幹型） 

４  井上 俊之 武蔵野市医師会 

５  鈴木 健太郎 武蔵野市歯科医師会 

６  小安 邦彦 武蔵野市薬剤師会 

７  大瀧 信幸 武蔵野赤十字病院 医療連携センター 

８  竹添 睦子 武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議会 

９  須藤 演子 武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議会 

10  末永 輝幸 訪問看護・訪問リハビリテーション事業者連絡会議 

11  田中 まり 訪問看護・訪問リハビリテーション事業者連絡会議 

12  黄田 卓 訪問介護事業者連絡会議 

13  山本 清次 通所介護・通所リハビリテーション連絡会議 

14  松原 友子 在宅介護・地域包括支援センター 

15  小嶋 敏晴 在宅介護・地域包括支援センター 

16  矢野 徹 障害者福祉課 基幹相談支援センター 

17  本間 聡 武蔵野健康づくり事業団 

18  三澤 愛子 東京都多摩府中保健所 

19  猿井 八重子 武蔵野市 健康福祉部 生活福祉課 

20  岩竹 芳  生活福祉課 

21  高橋 利恵子            健康課 

22  黒川 美恵            健康課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



普及啓発部会（平成 28年４月１日～平成 29年 3月 31日） 

  氏名（敬称略） 所属 

１ 部会長 山本 祥代 武蔵野健康づくり事業団（平成 28年 9 月 30日まで） 

 部会長 守矢 利雄 武蔵野健康づくり事業団（平成 28年 10月１日から） 

２ 副部会長 輿石 みゆき 訪問看護・訪問リハビリテーション事業者連絡会議 

３ 副部会長 浅野 彰 訪問介護事業者連絡会議 

４  石井 いほり 武蔵野市医師会 在宅医療介護連携支援室 

５  有田 眞由美 武蔵野市歯科医師会 

６  田中 敦子 武蔵野市薬剤師会 

７  齋藤 恭子 武蔵野赤十字病院 医療連携センター 

８  鈴木 律子 武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議会 

９  堀 るつ子 武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議会 

10  黒田 悠子 訪問看護・訪問リハビリテーション事業者連絡会議 

11  大久保 明香 武蔵野市地域包括支援センター（基幹型） 

12  村田 学 在宅介護・地域包括支援センター 

13  早川 友紀 地域活動支援センター 

14  篠崎 武 武蔵野健康づくり事業団 

15  浦野 春美 武蔵野健康づくり事業団 

16  佐藤 肇 武蔵野市健康福祉部健康課（平成 28 年 9月 30 日まで） 

  白石 悟 武蔵野市健康福祉部健康課（平成 28 年 10月１日から） 

17  中田 有紀         健康課 

 

 



武蔵野市在宅医療・介護連携相談支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な関係者の連携に関する相

談等に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を行うことで、地域で安心して在宅療養を継

続できるようにするため、介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の45第２項第４号及び介

護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の62の８第５号の規定に基づき武蔵野市在

宅医療・介護連携相談支援事業（以下「事業」という。）を実施することについて、必要な事項を

定めるものとする。 

（実施体制） 

第２条 事業の実施主体は、武蔵野市とし、市長は、事業の円滑な遂行のため、一般社団法人武蔵

野市医師会（以下「医師会」という。）に業務を委託するものとする。 

２ 医師会は、在宅医療及び在宅介護の提供に必要な連携に関する相談窓口として、武蔵野市在宅

医療介護連携支援室を設置する。 

 （実施内容） 

第３条 事業の内容は、次に掲げるものとする。 

(1) 在宅医療及び在宅介護に関する関係者からの相談及び当該関係者間の調整に関すること。 

(2) 訪問診療及び往診に係る状況の把握及び情報の提供に関すること。 

(3) 病院及び介護施設に係る状況の把握及び情報の提供に関すること。 

(4) 在宅医療及び在宅介護に関する関係者相互間の情報共有の支援に関すること。 

 （職員の配置） 

第４条 医師会は、事業の実施にあたって、専任の相談員を配置するものとする。 

 （実施上の留意点） 

第５条 事業の実施に携わる者は、支援の対象となる者のプライバシーの保護に十分配慮するとと

もに、業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（委託料） 

第６条 委託料の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。 

２ 委託料の支払に必要な手続及び方法は、武蔵野市会計事務規則（昭和39年11月武蔵野市規則第

33号）に定めるところによる。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 



付 則 

この要綱は、平成27年７月１日から施行する。 

 


